
庄内広域水道企業団補助金等に関する規則をここに公布する。 

 

 

  令和８年３月１６日 

 

 

庄内広域水道企業団 

 

 

企業長  

 

庄内広域水道企業団規則第１２号 

庄内広域水道企業団補助金等に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定すること

により、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「補助金等」とは、庄内広域水道企業団（以下「企業団」とい

う。）が企業団以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 

（１）補助金 

（２）交付金 

（３）前２号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって企業長が

定めるもの 

２ この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業を

いう。 

３ この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。 

（補助金等の交付の申請） 

第３条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書（様式第１号）

に事業計画書 （様式第２号）、収支予算書 （様式第３号）及び企業長が必要と認める書類

を添付して企業長に提出しなければならない。 

（補助金等の交付の決定） 

第４条 企業長は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予

算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかど

うか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付す

べきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。 

２ 企業長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の

交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。 

（補助金等の交付の条件） 

第５条 企業長は、補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助



金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付す

ることができる。 

（決定の通知） 

第６条 企業長は、補助金等の交付を決定した場合は、速やかにその決定の内容及びこれ

に条件を付したときにはその条件を補助金等の交付の申請者に補助金等交付指令書（様

式第４号）により通知するものとする。 

（補助事業等の変更の承認） 

第７条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業等変更 （中止・

廃止）申請書 （様式第５号）により、あらかじめ企業長の承認を受けなければならない。 

（１）補助事業等の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとする場合（軽微な変

更を除く。） 

（２）補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合 

２ 企業長は、前項の規定により承認する場合において、当該補助事業者等に係る補助金

等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。 

３ 前条の規定は、前項の規定により変更した場合に準用する。この場合において、同条

中「補助金等交付指令書 （様式第４号）」とあるのは「補助金等変更交付指令書 （様式第

６号）」と読み替えるものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金等の交付の申請者は、前２条の規定による通知を受領した場合において、

当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

通知を受領した日から起算して１０日を経過する日までに補助金等取下げ申請書（様式

第７号）により申請の取下げをすることができる。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 企業長は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又

はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事

業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 企業長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天

災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合その他企業長が特に必要があると認める場合に限

る。 

３ 第６条の規定は、第１項の処分をした場合について準用する。この場合において、同

条中「補助金等交付指令書 （様式第４号）」とあるのは「補助金等交付取消指令書 （様式第

８号）」と読み替えるものとする。 

（補助事業等の遂行） 

第１０条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他こ

の規則に基づく企業長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わな

ければならない。 

（状況報告及び中間調査） 

第１１条 補助事業者等は、企業長の要求があった場合は、補助事業等の遂行の状況に関



し補助事業等状況報告書（様式第９号）により報告しなければならない。 

２ 企業長は、必要と認める場合は補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する

帳簿及び書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い、必要な措置を命ずることができ

る。 

（補助事業等の遂行等の命令） 

第１２条 企業長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助

金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められる

場合は、その者に対し補助金等の交付の決定の内容又は付した条件に従って当該補助事

業等を遂行すべきことを命ずるものとする。 

２ 企業長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業

等の一時停止を命ずることができる。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者等は、補助事業等が完了した場合（補助事業等の廃止の承認を受け

た場合を含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書（様式第９号）

に収支計算書（様式第３号）及び企業長が必要とする書類を添付して企業長に報告しな

ければならない。 

２ 補助金等の交付の決定に係る企業団の会計年度が終了した場合も前項の規定と同様と

する。 

（補助金等の額の確定） 

第１４条 企業長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた

場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係

る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定

し、当該補助事業者等に補助金等交付額確定通知書（様式第１０号）により通知するも

のとする。 

（是正のための措置） 

第１５条 企業長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた

場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させる

ための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。 

２ 第１３条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。 

（決定の取消し） 

第１６条 企業長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に

関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく企業

長の処分に違反した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

２ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。 

３ 第６条の規定は、前２項の規定による取消しをした場合について準用する。この場合

において、同条中「補助金等交付指令書 （様式第４号）」とあるのは「補助金等交付取消



指令書（様式第８号）」と読み替えるものとする。 

（補助金等の返還） 

第１７条 企業長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその

返還を命ずるものとする。 

２ 企業長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。 

（帳簿の整備） 

第１８条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出の内容を証する書類を整理保管しておかなければならない。 

（立入検査等） 

第１９条 企業長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要がある場合は、

補助事業者等に対して当該企業団職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類

その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提

示しなければならない。 

（一部適用） 

第２０条 企業団から負担金 （財政的援助たる性格を有するものに限る。）の交付を受けた

者又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対し、企業長が必要と認める場合は、こ

の規則の一部を適用させることができる。 

（適用除外） 

第２１条 補助事業等のうち、特に企業長が軽易と認めるものについては、この規則の全

部又は一部を適用させないことができる。 

（その他） 

第２２条 補助金等の交付に関し、他の規則又は規程に特別の定めがあるもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和８年３月３１日までに、水道事業の統合前の鶴岡市水道事業及び下水道事業補助

金等に関する規程 （平成２７年鶴岡市上下水道事業管理規程第６号）（水道事業に係る部

分に限る。）又は酒田市上下水道事業補助金等交付規程 （平成２９年酒田市企業管理規程

第５号）（水道事業に係る部分に限る。）の規定によりなされた手続その他の行為は、そ

れぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 



様式第１号（第３条関係） 

年  月  日  

  庄内広域水道企業団企業長   様 

住 所                

申請者 氏名又は名称及び代表者氏名      

 

年度補助金等交付申請書 

    年度において                  事業を実施したいので、金

          円を交付されるよう、庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第3

条の規定により関係書類を添付して申請します。 



様式第２号（第３条関係） 

事 業 計 画 書 

事 業 の 名 称   実 施 年 月 日 
自   年  月  日 

至   年  月  日 

事 業 の 内 容   

事 業 の 効 果   

備 考   

 



様式第３号（第３条、第13条関係） 

収 支 
予 算 

計 算 
書 

収

入 

区分 

総額 

収 入 内 訳 

企業団補

助金 
          

              

支

出 

区 分 金 額 積 算 の 内 容 

      

 



様式第４号（第６条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

           様 

 

 

庄内広域水道企業団企業長       印  

 

 

 年 度 補 助 金 等 交 付 指 令 書 

 

     年  月  日付けで申請のあった貴         に対する     

金の交付については、金           円を交付する。 

 ただし、庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第5条の規定による条件として、次の

ことを遵守してください。 

 1 本補助目的以外の経費に使用しないこと。 

 2 実績報告書を提出すること。 

 3 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった

場合は、速やかに企業長に報告してその指示を受けること。 

 4 庄内広域水道企業団監査委員の監査を受けることがあるので、証拠書類等は常に整理

保管しておくこと。 

 5 その他 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

 

年  月  日  

 

 

  庄内広域水道企業団企業長    様 

 

 

住 所               

申請者 氏名又は名称及び代表者氏名     

 

 

 

年度補助事業等変更(中止・廃止)申請書 

 

 

    年  月  日付け第   号で交付決定のあった事業について、次のとおり変

更(中止・廃止)したいので、庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第7条第1項の規定

により、関係書類を添付して申請します。 

 

 

 

 

 1 補助事業等の名称 

 2 変更(中止・廃止)予定年月日 

 3 変更(中止・廃止)の理由 

 4 変更の内容 

 5 交付決定額 

 6 変更(中止・廃止)後交付申請額 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

           様 

 

 

庄内広域水道企業団企業長       印  

 

 

年度補助金等変更交付指令書 

    年  月  日付け第    号で決定した(補助金等の名称)については   

 年  月  日付け補助事業等変更申請書に基づき、庄内広域水道企業団補助金等に関

する規則第7条第2項の規定により次のとおり変更する。 

 

 

 

 

 1 当初交付決定額 

 

 

 2 変更後交付決定額 

 



様式第７号（第８条関係） 

 

 

年  月  日  

 

 

  庄内広域水道企業団企業長    様 

 

 

住 所               

申請者 氏名又は名称及び代表者氏名     

 

 

 

年度補助金等取下げ申請書 

 

 

     年  月  日付け第   号で交付決定のあった事業について、次のとおり

取下げしたいので、庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第8条の規定により申請す

る。 

 

 

 

 

 1 補助事業等の名称 

 

 

 2 取 下 げ 理 由 

 

 

 3 交 付 決 定 額 

 



様式第８号（第９条、第 16 条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

           様 

 

 

庄内広域水道企業団企業長       印  

 

 

年度補助金等交付取消指令書 

 

 

    年  月  日付け第   号で交付決定した(補助金等の名称)については、次

のとおり庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第9条(第16条)の規定により取消しを

する。 

 

 

 

 

 1 補助事業等の名称 

 

 

 2 取 消 し 理 由 

 

 

 3 交 付 決 定 額 

 

 

 4 交付決定取消額 

 



様式第９号（第11条、第13条関係） 

 

 

年  月  日  

 

 

  庄内広域水道企業団企業長    様 

 

 

住 所               

申請者 氏名又は名称及び代表者氏名     

 

 

 

年度補助事業等実績(状況)報告書 

 

 

    年  月  日付け第   号で交付決定のあった          事業に

ついて、庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第13条(第11条)の規定により、その実

績(状況)を関係書類を添付して報告する。 

 



様式第 10号（第 14 条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

           様 

 

 

庄内広域水道企業団企業長       印  

 

 

年度補助金等交付額確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで報告のあった(補助事業等の名称)に対する交付額を次の

とおり確定したので、庄内広域水道企業団補助金等に関する規則第14条の規定により通知

する。 

 

 

 

 

 1 補助事業等の名称 

 2 補助金等の確定額 

 


